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ミャンマー・ティラワ経済特別区での生産拠点（孫会社）設立に関するお知らせ 

 

 当社は、本日の取締役会にて、ミャンマー連邦共和国（以下、ミャンマー）のヤンゴ

ン近郊にあるティラワ経済特別区に、新たな生産拠点を設立することとしましたので、お知

らせします。 

 

記 
 

１． 設立の目的 

 当社はこの度、車載用を中心にスピーカに関するビジネスの安定的な拡大を図るため、グロ

ーバルな連携による製造拠点の最適配置を目的として、当社子会社 フォスター エレクトリッ

ク（シンガポール）Pte.Ltd.の 100％出資子会社を、ミャンマー・ティラワ経済特別区に設立する

こととしました。 
 

２． 設立する生産拠点の概要 

（１） 名 称 FOSTER ELECTRIC (THILAWA) CO., LTD. 

（２） 所 在 地 ミャンマー・ティラワ経済特別区工業団地内 

（３） 代 表 者 中西 浩之 

（４） 事 業 の 内 容  スピーカ、ヘッドホンおよび関連部品の製造、販売 

（５） 資 本 金 US$3M（予定） 

（６） 設 立 年 月 日  平成 26 年 12 月（予定） 

（７） 量 産 開 始 平成 27 年 12 月（予定） 

（８） 従 業 員 数 約 1,500 名（予定） 

（９） 決 算 期 3 月 

（10） 工 場 規 模 土地 40,014 ㎡ 建屋 11,520 ㎡（予定） 
 

３． 今後の業績に与える影響 

 平成 27 年３月期の連結業績に与える影響は、軽微となる見込みです。 

以上 

会 社 名  フ ォ ス タ ー 電 機 株 式 会 社 

代 表 者 名  代表取締役社長 吉 澤 博 三 

  （コード 6794、東証１部） 

問 合 せ 先  ＩＲ・法務部長 山 本  有 三 
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